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ダム水源地域重点公有化助成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、ダム水源地域について水源が損なわれるような土地売買の事

前届出等があった場合にそれを食い止め、水源の安定確保に資するため別

表 1に掲げる各ダム所在地の水源地域市町が当該土地を公有化すること

に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則

（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）及びダム水源

地域重点公有化助成事業実施要綱（平成２６年３月３１日企画財政部長決

裁）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによ 

る。 

（１）補助金   ダム水源地域重点公有化助成事業補助金 

（２）補助事業  補助金の交付対象となる事業 

（３）補助事業者 補助金の交付対象となる各ダム所在地の水源地域市町 

（４）実施要綱  ダム水源地域重点公有化助成事業実施要綱 

 

（補助の対象及び補助額等） 

第３条 補助金の対象となる事業経費及び補助額については、別表２に掲げ

るとおりとする。 
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 （申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の規定による申請は様式第１号によるものとし、 

実施要綱第５条第２項に規定する事業承認書の通知を補助事業者が受領 

後、速やかに申請するものとする。 

２ 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）ダム水源地域重点公有化助成事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算内訳書（様式第３号） 

３ 規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は

要しない。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第５条 規則第７条の交付決定通知の様式は、様式第４号のとおりとする。 

 

（補助金の請求方法等） 

第６条 補助金は、補助事業完了後に提出される実績報告書により額の確定 

を行い、その確定額に基づいて交付するものとする。ただし、知事が必要 

と認めたときは、概算払いすることができる。   

２ 補助事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、様式第５号の請 

求書を知事に提出するものとする。 

 

（交付決定額の変更、中止又は廃止） 

第７条 補助事業者は第５条の規定により通知された金額（以下「交付決定 

額」という。）を変更する必要があるとき、又は補助事業を中止若しくは 

廃止しようとするときは、様式第６号の変更交付（中止・廃止）申請書を 
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知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請に対し、交付決定の変更を行う場合には、第５条に 

かかわらず、様式第７号により行うものとする。 

３ 前各項の規定については、変更交付決定後についても、準用する。 

 

（補助内容の変更） 

第８条 補助事業者は、前条によらず、補助事業の内容を変更しようとする 

ときは、様式第８号の内容変更承認申請書を知事に提出しなければならな 

い。 

２ 知事は、前項の申請に対し、申請内容を承認すべきものと認めたときは、 

その旨を様式第９号の内容変更承認通知により、当該補助事業者に通知す 

るものとする。 

３ 前各項の規定については、変更後の補助事業の内容についても、準用す 

る。 

 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業に係る土地売買契約を締結したときは、速

やかに様式第１０号により知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況に 

ついて、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第１１号のとおりとす

る。 
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２ 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後１５日以内（補助事業廃 

止の場合を含む。）又は当該年度の３月３１日のいずれか早い期日とする。 

 ただし、知事が特に必要と認める場合は、知事が別に定める日とする。 

 

（補助金の額の確定通知書） 

第１１条 規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第１２号により行

うものとする。 

 

（補助金の精算） 

第１２条 補助事業者は、前条の確定通知を受理した後、速やかに様式第５

号の請求書により精算を行うものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 規則第１９条ただし書に規定する知事が定める期間は、同条第２

号に規定するその他知事が定めるものについては事業完了後５年とする。 

２ 規則第１９条第２号に規定するその他知事が定めるものは、備品とする。 

 

（書類の整備等） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳

簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管して

おかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する

会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 
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（書類の経由） 

第１５条 規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類は、企画財政部土

地水政策課を経由しなければならない。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別途

知事が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

   

別表１ 

    

対象ダム 水源地域市町   

１ 二瀬ダム 秩父市   

２ 浦山ダム 秩父市   

３ 滝沢ダム 秩父市   

４ 合角ダム 秩父市、小鹿野町   

５ 有間ダム 飯能市   

６ 下久保ダム 秩父市、神川町  
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別表２ 

補助の対象とな

る経費 

内   容 補助率及び上限 

ダム水源地域内

の土地の購入費 

 

土地の地目は原則として「山林」、「保

安林」、「原野」に限る。ただし、知事

が特に必要と認める場合は、上記３地目

以外の地目も対象とする。 

（立木代金も含む。） 

補助率 １０／１０ 

補助上限 

各年度の予算の範囲

内で知事が別に定める

額 

調査費 公有化する土地を取得するために必要

な測量費及び不動産鑑定費 

同上 

事務費 補助事業の実施に必要な事務経費 

報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需

用費（食料費を除く。）、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、工事請負費、備品購

入費 

同上 

公有化した水源

地域内の土地及

び当該土地に存

する森林の管理

に要する経費 

・管理計画作成 

・看板の設置 

・管理道の整備 

・森林火災保険への加入 

・防火貯水槽の設置 

・作業員の報酬 

・境界測量 

・境界杭等設置 

補助率 １０／１０ 

補助上限 

 公有化面積１ha当た

り１０千円を上限とす

る。（ただし、１回の

公有化に対し、５年間

を限度に看板設置費用

等の初期管理経費とし
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・作業用具及び機械の購入 

・森林内の清掃 

・森林組合への委託 

・山崩れ等防止のための法面植栽工事 

・堰堤の設置 

・渓流の清掃 

・水質保全用器具の購入 

に要する経費 

て、別途、年２００千

円を限度として補助す

る。） 

※ 補助事業実施区域は各ダム上流の集水区域内の土地を対象とする。 


